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　比 丘 （比丘尼 も）の 波羅夷第三 条に 定め て い る の は，人 を殺 して はい けない とい

う規 定で ある ． い わ ゆ る 断人 命戒で あ る． こ の 戒の 内容 に つ い て ， 各資料 は
一

致

して い る と思 わ れる が，矛盾点 も存在する． そ して ， これ ら矛盾点 は従来の 研究

で は重視 され て こ なか っ た． 平川彰は 『二 百五 十戒 の研 究』 で 各律 の 条文 の 殺 人

対象 で あ る 「人体 」 （manussaviggaha ，
　manuSya −vigraha ） とい う言葉の 意味 に つ い て ，

疑問を提示 して い る．また，
こ の 条文におい て ，

パ ー
リ律 などの 形 （manussaviggaha ）

が古 い か ， 「根本有部律」な どの 形 （manuSyalp 、manuSya −vigraha 鴫 靄。繍 糊 隅 ）が古い

か， とい う問題 は意識 され て い るが， ほか の 問題 は意識 され て い ない ．

　本研 究 は， 断人 命戒条文に関連する諸広律文献資料 （パ
ー

リ律， 『四 分律』， r五分

律』，『十誦律』 と梵本，「根本有部律」と梵本 ・蔵本 ， 『摩訶僧祗律』 と梵本） に注 目し，

従来重視 され て い ない 二 つ の 矛盾点を きっ か けに， 条文を考察 し， 条文の 原形 を

追究 して み る もの で ある ．

　こ の 条文の 意味は ，
パ ー

リ律 に は以下 の よ うに書か れて い る．

yo　pana　bhikkhu　saficicca 　manussaviggaham 　jivita　voropeyya 　satthah 盃rakam 　v互ssa 　pariyeseyya

mara 皐ava 典 a 【p　va 　salpvap りeyya 　mara 藤ya　v 互 sam 蕊dapeyya　ambho 　purisa　kilp　tuyh
’iminE

p2pakena　 d職茆 vitena 　 matan 　 te　ji＞ita　 scyyo
’
ti

，
　 iticittamano　 cittasarpkappo 　 anekapariyayena

marapava 鱒 a卑 v互 salpva聊 eyya 　mara   ya 噸 sam 亘dapeyya
，
　ayam 　pi　parEjiko　hoti　asa甲v翫so

’
ti・

（H．Oldenberg　l　984，73）

何 れ の 比 丘 と雖 も，故意に，人体 の 生命 を断 じ，或い はそ の 為に 殺具を持 つ 者 を求 むれ

ば，或い は死 の 美を讃嘆 し，或い は死 を勧 め て ，「咄男子，こ の 悪苦の 生 は汝に と りて ，

何 の 用 ぞ，死 は汝に と りて，生 に勝 るべ し」 と云 ひ，斯 く心意ひ 斯 く決心 し，種種の 方

便を以 て死 の 美 を讃嘆 し死 を勧れば
，

これ 亦波羅夷に して 共住すべ か ら ざる もの な り．

（南傳 1
，
120）

他律 に は， こ の 条文 の 内容は ほ ぼ
一致 してい る と思 われ るが， ずれ もある．

まず， 各律条文の
一 致 して い る内容に よっ て ， 「人命を断じる 」， 「殺 人工 具 に関
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す る 文句」， 「死 を讃嘆す る」， 「死 を勧 め る 」 とい う四 つ の 殺人の 種類 に整i理す る

こ とが で きる． これ らは六部 の 広律 に全 て含 まれ て い るの で ， 各律の 共通 内容 だ

と考え られ る．

　其の 次 に は
，

この 共通内容以外の 矛盾点二 つ を考察する．

　
一

つ は ， 『五 分律』条文の 「作是心 随心 殺」 （T22 ，
8b）の 解釈の 問題 で ある ． 『五

分律』 の 条文 に は 「作 是心随心殺 」 と書 かれ て い る ． こ れ に対 して ， 条文の 語義

説明部分 に は
， 「随心遣諸鬼神殺 ， 是名作是心随心殺」（T22，

8b）（心 に随っ て鬼神 を

使 っ て 殺すとは
， 「作是心随心殺」と名づ ける）とい うふ うに解釈 して い る． こ の 解釈

はほ か の 広律の 条文に見当た らない ． また，他 の 律の 対応箇所 を検 討すれ ば，例

えば，パ ー リ律 に は ， 「こ の よ うな心意 ，
こ の よ うな決心 」（cittamano 　cittasarpkapp ・）

と書か れて い る ．『摩訶僧祗律』には，「この よ うな意 こ の ような思 い 」（ciCtamalam

cittasainkalpam ）と書か れ て い る． ほか の律に も，訳語の 違い が あるが
， 意味は それ

程変 わ りが ない の で ある． ゆ え に， 『五分律』条文の 意味は
， 他律 と同 じよ うな意

味で ある と理解す るの が 自然で はない か と思 う． こ こ の語義説明 の 解釈 は， 条文

よ り後の 時代 に新 し く作 られ た可能性が高い と考 え られ る．

　もう
一

つ は， 六 部広律の 条文の 最後 の 文句 「彼 因是死」 の 問題で あ る． こ の 文

句は波羅夷罪 を判定す る 条件の
一

つ で ある． そ して， こ の 条件が あ るか否か とい

うこ とに よ っ て ， 六部広律条文の 構造 を二 つ の パ タ
ー

ン に分 け られ る． パ ー リ律

と 『四分律』で は
，

こ の 条件が ない か ら， 「比 丘 が殺人に 関す る行為をすれ ば
， 例

えば， 人命 を断 じた り， 死 を勧め た り， 死 の 美 し さを讃嘆 した りす る行為 な どを

すれ ば ， 波羅夷罪にな り，共住すべ か らず」とい う構 造で ある． 『五分律』・『十誦

律』 と梵本 ・「根本有部律」と梵本蔵本 ・『摩訶僧祗律』 と梵本で は ， こ の 条件が

あるか ら，「比 丘 が 殺人 に関す る行為 をすれ ば，加 え て そ の 対象が こ の 原因で 死ぬ

な らば 波羅夷罪 に な り， 共住すべ か らず」 とい う構 造で ある ． パ ー
リ律 と 『四

分律』の 条文だ けに よる と，比丘 が 行為すれ ば
， 結 果の 状況 に 関係 な く，つ ま り，

そ の 対象が この 行為の 原 因で 死ぬ か否か とい う結果に関係な く， すべ て 波羅夷罪

に なる と解読する傾向が あ る． しか し ， 実際に ， こ の 二 つ の 律 に は
， 単に 比丘 が

行為をすれ ば 罪にな るわ けで は な く， 『五 分律』 な どと同 じよ うに， そ の 行為 に

よ っ て ， 人が死ぬ な らば， 波羅夷罪 に なる とい うふ うに規定 して い る． これの 根

拠 と して ，バ ー
リ律 と 『四 分律』に書か れ て い る同様の 事例 を以 下 に取 りあげる．

op 巨talp　n且ma ，　 manussa 胆 uddissa 　 op 互ta珥   anati 　 papatitv五 marissat 瓧i
，

巨patti　 dukka些assa ；

manusso 　tasmirp　papatati，　 apatti　 dukkatassa； papatite　dukkha　vedana 　uppajjati
，
　 apatti
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thullaccayassa．　marati ，　apatti　parEj　ikassa．（H ．　Oldenberg　1984，76）

「陥坑」 とは，人 を指定 して 「彼陥ちて死すべ し」 とて 坑 を堀れ ば 突吉羅な り，人 かの 中

に陥ちれば突吉羅 な り，陥ちて苦受を生ずれば偸 蘭遮 ， 死す れば波 羅夷な り，（南es　1，
126）

坑陥者 ， 審知彼所行道必 従是来往，当於道中鑿深坑，著火 ，若刀 ，若毒蛇 ，若尖1厥，若

以 毒塗刺 ， 若堕中，死者波羅夷，方便不死偸 蘭遮、 （T22，577a）

　 こ の 事例 は，穴 を掘 っ て， 人 を落 として ， 死 なせ る事例で ある． こ の 事例 の 中

に， パ ー リ律 に は
， 死 ぬ な らば ， 波 羅夷罪 に な る と書か れ て い る． 『四分 律』 に

も， 死 ななけ れ ば ， 波羅夷罪で はな く， 偸蘭遮罪に な る と書か れ て い る． この よ

うに 考 えれ ば， パ ー リ律 と 『四 分律 』 の 条文 に は ， 「対象 が こ の 原因で 死 ぬ な ら

ば」 とい う条件が 書か れ て お らず， 表現不 足 で あ る ． また ，興 味深 い とこ ろ で ，

パ ー
リ律の 註釈書 8α〃20 脚 麺 5磁 版 で は

，
こ の パ ー

リ律の 表現不足 に対 して
， 以

下 の よ うに補足説 明が 加 わ っ た と考え られ る．

etenathavarappayoga 甲 dasseti．　 itaratha　 hi　 pariyi専thamatteneva　 p亘rajiko 　 bhaveyya； na 　 ceta 叩

yuttarp，（J．　Takakusu　l　969，
441）

これ によ っ て ，確立加行が示されて い る． なぜ な ら， さもない と，求め ただ けで 波羅夷

に な っ て しま うこ とに なる．（佐 々 木 閑先生 と山極 伸之 先生 の 共 同研 究結 果を利用 させて

い た だ い た ）

　 そこ で ， 条文の 原形 を追究する場合 に は， この 二 つ の 構 造 は ど っ ちが古 い か と

い う問題 を考 えなけれ ば な らぬ ．古 い 方は 原形 に 近い 可 能性 が 高い か らで ある ．

その 場合 に は ， 二 つ の 状況が可 能 で あ る．
一 つ は 「五 分律』 な どの 構造が 古い な

らば ，
こ の 条文の 原形に は 厂死ぬ な らば」 とい う条件が ある こ とに なる， パ ー リ

律 と 『四分律』に は こ れが脱落 して い る。 も う
一

つ 可能な状況 は，パ ー リ律 と 『四

分律』 の構 造が古 い な らば， こ の 条文 の 原形に は
，

こ の 「死ぬ な らば」 とい う条

件 が なか っ た こ とに な る． パ ー リ律の 註釈書 5α脚 脚 郷 磁 ん々 は こ の こ とに 気が

付い たが ， 条文を編修する こ とが で きない か ら，注釈 の 形で ， 求め るだけで は波

羅夷罪 に ならない と補足説明 して い る ， しか し， 他 の 律で は
，

こ の 条件は 条文本

体 に 加 え られ た．

　二 つ の 可 能性 を比べ る と， 後者の 可 能性の 方が高い と考え られ る． も しパ ー
リ

律 と 『四 分律』 で 本来あ る もの が 脱落 し た とす れ ば ，
パ ー

リ律 の 注釈書

Samantapdsadikdiで ， この 脱落 した 内容 に対 して ， もう
一

度補足注釈 す るの は非常

に不 自然 で あ る と思 われ るか らで あ る． また ， 『五 分律』『十誦 律』 「根本有部律」

『摩訶僧祗律』は 3α脚 脚 麺 5δ伽 δ と同じ内容を述べ て い る限 り， 時代の 差 は明確
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に なる と考える． ゆえに ， 律の 古い 形に は ，
こ の 「死 ぬ な らば」 とい う条件が な

か っ た可能性が 高い と考 え られ る．

　以上 で 本論 の 考察 を終 わ る ， もう一 度 ま とめ る と，
一

つ は 『五分 律』の 「作是

心 随 心 殺」の 解釈の 問題 で あ る．結論 と して は ， 『五 分律』の 「作是 心随心殺」の

意味は，語義説明部分に書か れ て い る解釈 で は な く， 他 の 律 と同 じよ うに，「こ の

よ うな心意， こ の よ うな決心 」とい う意味で あ る， もう
一

つ は，パ ー
リ律 ・『四 分

律』の 条文に欠 けて い る 「死ぬ な らば」 とい う条件の 問題で ある ．結論 と して は，

律の 古い 形 には ，
こ の 条件は含まれて い ない 可 能性が高い と考 え られる．

　前 に述べ た よ うに ， 六部広律 の 条文 内容 は大体 同 じで あるが ， 矛盾点もある．

そ して ， こ れ ら矛盾点 は従来 の研 究で は重視 され て い ない の で ， 本論 で ， その 中

の 二 つ を取 り上 げ て ， 考察 し ，
こ の 断人 命戒 条文 の 原 形 を追究 して み た． 但 し，

他の 細か い 矛盾点は まだ存在する．例 えば 「人命を断 じる 」 とい う殺 人の 種類 は，

「自ら人命 を断 じる」で あ るか或 い は 「故意 に人命 を断 じる」であ るか な どの 問題

は， さ らに解 明す る 必 要が ある と思 う．今後の 課題 に して ，研 究 し続 けた い 、

佐 々 木閑先生 ・山極伸之先生 の Samantaρasadiha
一
共同研究会で 作成 した粗訳 を許可 を得

て ，利用 した，
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